
政策Ⅲ－５　歴史・文化を生かした豊かな暮らしの実現

文化財の継承と活用
施    策

（Ⅲ－５－２）

　貴重な文化資源を継承・活用することにより地域の風格を高め、人々が住み続けたいと
思う ような誇りの持てる地域づくりを進めます。

目標値(平成19年度）

○本県には、荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡の青銅器群、全国で唯一完本として伝わる「出雲国風土記」、出雲

　大社など全国に誇りうる古代文化を中心とする歴史・文化が豊富に伝承されています。

○こうした歴史・文化の活用により、本県の存在意義を全国にアピールするとともに、郷土への誇りと愛着

　の醸成、歴史と文化を生かした地域づくりを進めていく必要があります。

○このため、古代文化に関する調査研究機能の充実や古代出雲歴史博物館の整備など情報発信に努めながら、

　文化財の保存のための助成や、風土記の丘周辺の史跡整備、石見銀山遺跡の世界遺産登録などに取り組み、

　貴重な文化財を継承・活用していくことが求められています。

現状値　(平成15年度）

①住んでいる市町村におい
   て文化財が継承・活用さ
   れていると思う人の割合

②文化財関連ホームペー
　ジアクセス件数

①「県民意識調査」において「文化財が継承・活用されていると思う」「ときどきそう思う」と回答し

　た人の割合です。

②県が作成した「石見銀山」「古代文化センター・県立博物館」「埋蔵文化財調査センター」のホーム

　ページへのアクセス件数の合計です。目標値は、石見銀山の世界遺産登録や古代出雲歴史博物館の開

　館効果などを見込みました。

 
　

 

目　的

成果指標と目標値

現状と課題

  ６0.0 ％

１７７,０00 件

 ①   　53.9 ％

 ②   　６５，０００件

「世界遺産」

　世界遺産とは、１９７２年のユネスコ総会で採択された「世界遺産条約」に基づいて、世界遺産リストに記載

（登録）された、世界的に顕著な普遍的価値をもつ記念物、遺跡、自然の地域など、国家や民族を越えて未来世代

に引き継いで行くべき人類共通のかけがえのない地球の「自然」や、人間によって創造された「文化」の遺産を言

います。

用語解説

 古代出雲歴史博物館

場　　　所：島根県出雲市大社町・出雲大社東隣

開館時期：平成１８年度末

展示の内容：特色ある古代文化を中心とする島根の歴史と文化をわかりやすく展示・紹介します。

　　○総 合 展 示　：原始・古代から近現代に至る人々の生活と交流の様子を時代の流れに沿って紹介します。

　　○テーマ別展示：「出雲大社と神々の国のまつり」「出雲国風土記の世界」「青銅器と金色の大刀」を紹介します。

　　○神話展示　：出雲神話を彩る神々のエピソードを映像、音響を通じて紹介します。
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　　〔担当課〕古代文化センター

　

　

○県民が島根の歴史・文化に興味を持ち、地域に対する誇りと愛着を

　持つよう古代フェスタの開催など親しみやすい学習機会を提供しま

　す。

　◇いにしえのしまね学習事業

◇歴史民俗博物館整備事業 ○島根の歴史・文化をわかりやすく展示・紹介する施設を平成１８年

　度末の開館を目指して整備し、魅力ある常設展示(総合、テーマ別、

　神話）や企画展、特別展の開催に努めます。

　◇歴史民俗博物館整備事業

　　　　　〔担当課〕文化財課

◇しまねの文化財活用事業

○博物館や様々な情報媒体を通じて、調査研究成果等を展示やシンポ

　ジウム、学会、報告書の作成、歴史文化講座、映像など様々な手段

   により情報発信します。

　◇調査研究成果の情報発信

○島根の歴史・文化に関する研究を進めるため、客員研究員等を活用

　します。国内外の大学、博物館、研究機関との連携を図りながら、

　調査研究活動を進め、必要不可欠な資料の収集・解明を行い、報告

　書、データベース等にまとめます。

　◇企画運営事業　　◇考古資料からみた地域間交渉調査研究

　

○組織としての古代文化研究センター（仮称）は、歴博の開館に併せ

　て、スタートさせ調査研究機能の一層の充実を図ります。

　◇古代文化研究センターの整備

◇歴史文化調査研究事業

　　〔担当課〕古代文化センター

◇歴史文化情報発信事業

　　〔担当課〕古代文化センター

○松江市南郊にある史跡出雲国府跡を始めとする古代出雲文化の中核

　となる遺跡の調査を行い、その内容を明らかにします。

　風土記の丘地内の遺跡については歴史公園として利用できるよう整

　備を進めます。

　◇古代文化の郷「出雲」調査事業

　◇古代文化の郷「出雲」整備事業

　　　　　〔担当課〕文化財課

○後世に保存・継承すべき文化遺産を専門家の調査・意見を踏まえ

　指定文化財として指定します。

　◇指定文化財等保護事務

　

○市町村や所有者が、指定文化財を適切に保存管理し、多くの県民に

　活用してもらうために修理や整備を行う場合、それに対する指導助

　言と経費の一部を助成します。

　◇歴史遺産保存整備事業

◇出雲地域の文化遺産を活用した
　古代文化の郷づくり事業

◇しまねの文化財保護事業

　　　　　〔担当課〕文化財課

概　　　　要事　業　名
◇主な事務事業

◇石見銀山遺跡の世界遺産登録
　保全事業

○世界遺産登録を目指す石見銀山遺跡について、その全容を解明する

　ために、発掘調査や文献調査など総合的な調査を進めます。

　◇石見銀山遺跡総合調査事業

　

○石見銀山遺跡の価値・重要性をより多くの人に認識してもらうため､

　シンポジウムや遺跡探訪ツァーなどの開催、ホームページなどによ

　る情報発信、来訪者に対し遺跡をわかりやすく案内するサインの整

　備等を行います。

　◇石見銀山遺跡情報発信事業

　　　　　〔担当課〕文化財課

目的を達成するための主な基本事務事業

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　◎　　 ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　◎　  　◎　   ◎　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民 国等

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　　  ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　　  ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　  　○　   ○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　◎　  　○　   ○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　◎　　  ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　◎　  　◎　   ◎　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　　  ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　　  ○　　○　　○

【実施主体】
　県　市町村　民間　県民　国等
　◎　　○　  　○　   ○　　○


